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比 率 （ ％ ）

管渠延長 （ｋｍ） 99 99 100.0% 

終末処理場数 （ヵ所） 4 4 100.0% 

ポンプ場数 （ヵ所） 2 2 100.0% 

排水区域面積 （ｈａ） 400 398 100.5% 

処理区域面積 （ｈａ） 400 398 100.5% 

処理水量 （㎥） 1,186,642 1,604,504 74.0% 

有収水量 （㎥） 735,870 706,897 104.1% 

１　事業の概要

（令和８年３月31日現在）

前 年 度 比 較

増 減

0 

0 

0 

2 

2 

△ 417,862 

28,973 

主な建設改良工事等は、次のとおり。

工 事 等 の 名 称 金 額 （ 千 円 ） 工 期

南地区130号線汚水管布設工事 30,933 Ｒ6.9.27～Ｒ7.12.26

下出地区474号線汚水管布設工事 11,539 Ｒ6.12.26～Ｒ7.5.30

第2号汚水幹線（管更生）改築工事 92,268 Ｒ7.7.3～Ｒ8.3.30

坂本地区148-2号線外汚水管布設工事 33,558 Ｒ7.7.25～Ｒ8.3.30

観音寺第2ポンプ場1号吐出弁更新工事 9,900 Ｒ7.2.25～Ｒ7.12.26

※契約金額が500万円以上の工事及び業務を記載しています。

令和７年度
下 半 期

令和６年度
下 半 期
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予算額（千円） 執行額（千円） 執行率（％）

下水道事業収益 1,402,501 1,358,778 96.9% 

営業収益 676,317 683,570 101.1% 

営業外収益 726,184 675,070 93.0% 

特別利益 0 138 －

下水道事業費用 1,387,072 1,342,433 96.8% 

営業費用 1,311,649 1,281,055 97.7% 

営業外費用 69,820 61,339 87.9% 

特別損失 103 38 36.9% 

予備費 5,500 0 0.0% 

資本的収入 578,364 349,067 60.4% 

企業債 322,900 190,600 59.0% 

国・県補助金 202,382 105,640 52.2% 

工事負担金 142 0 0.0% 

他会計出資金 52,940 52,827 99.8% 

資本的支出 1,027,671 792,887 77.2% 

建設改良費 514,808 283,572 55.1% 

固定資産購入費 3,446 3,049 88.5% 

企業債償還金 506,697 506,256 99.9% 

その他資本的支出 10 9 90.0% 

予備費 2,710 0 0.0% 

２　経理の状況

（１）予算執行状況
（令和８年３月31日現在）

予 算 科 目

収
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的
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支
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（２）損益計算書

(令和７年４月１日から令和８年３月31日)

(単位:千円)

１　営業収益

（１）下水道使用料 286,934 

（２）受託工事収益 0 

（３）国・県補助金 0 

（４）他会計補助金 0 

（５）他会計負担金 367,551 

（６）その他営業収益 396 654,880 

２　営業費用

（１）管渠費 60,904 

（２）処理場費 310,353 

（３）ポンプ場費 71,986 

（４）総係費 72,033 

（５）減価償却費 720,839 

（６）資産減耗費 2,628 

（７）その他営業費用 0 1,238,743 

　営業利益 △ 583,863 

３　営業外収益

（１）受取利息及び配当金 0 

（２）国・県補助金 15,190 

（３）他会計補助金 0 

（４）他会計負担金 366,302 

（５）消費税及び地方消費税還付金 0 

（６）長期前受金戻入 293,185 

（７）雑収益 380 675,056 

４　営業外費用

（１）支払利息及び企業債取扱諸費 61,256 

（２）雑支出 29,458 90,714 584,342 

　経常利益 479 
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５　特別利益

（１）固定資産売却益 0 

（２）過年度損益修正益 29 

（３）その他特別利益 107 135 

６　特別損失

（１）固定資産売却損 0 

（２）減損損失 0 

（３）災害による損失 0 

（４）過年度損益修正損 35 

（５）その他特別損失 0 35 100 

　当年度純利益（△の場合は純損失） 579 

　前年度繰越利益剰余金（△の場合は欠損金） △ 21,432 

　その他未処分利益剰余金変動額 0 

　当年度未処分利益剰余金（△の場合は未処理欠損金） △ 20,853 
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（３）貸借対照表

(令和８年３月31日)

(単位:千円)

資産の部

１　固定資産

（１）有形固定資産

　　イ　土地 524,858 

　　ロ　建物 887,501 

　　　　減価償却累計額 △ 223,156 664,345 

　　ハ　構築物 12,666,791 

　　　　減価償却累計額 △ 2,841,960 9,824,830 

　　ニ　機械及び装置 3,335,201 

　　　　減価償却累計額 △ 1,263,114 2,072,087 

　　ホ　車両運搬具 10,691 

　　　　減価償却累計額 △ 5,012 5,678 

　　ヘ　工具･器具及び備品 7,531 

　　　　減価償却累計額 △ 5,206 2,325 

　　ト　建設仮勘定 208,475 

　有形固定資産合計 13,302,598 

（２）投資その他資産

　　イ　その他投資 48 

　投資その他資産合計 48 

　固定資産合計 13,302,647 

２　流動資産

（１）現金預金 249,952 

（２）未収金 90,578 

　　　貸倒引当金 △ 197 

（３）前払費用 0 

（４）前払金 7,251 

（５）その他流動資産 0 

　流動資産合計 347,584 

　資産合計 13,650,230 
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負債の部

３　固定負債

（１）企業債

　　イ　建設改良費のための企業債 5,123,771 

　企業債合計 5,123,771 

（２）その他固定負債 1,000 

　固定負債合計 5,124,771 

４　流動負債

（１）企業債

　　イ　建設改良費のための企業債 498,114 

　企業債合計 498,114 

（２）未払金 172,738 

（３）未払費用 86 

（４）引当金 3,736 

（５）その他流動負債 763 

　流動負債合計 675,438 

５　繰延収益

（１）長期前受金 6,601,967 

　　　収益化累計額 △ 1,783,608 

　繰延収益合計 4,818,359 

　負債合計 10,618,568 

資本の部

６　資本金

（１）資本金 2,764,626 

　資本金合計 2,764,626 

７　剰余金

（１）資本剰余金

　　イ　国・県補助金 280,038 

　　ロ　その他資本剰余金 7,851 

　資本剰余金合計 287,889 

（２）利益剰余金

　　イ　当年度未処理欠損金 △ 20,853 

　利益剰余金合計 △ 20,853 

　剰余金合計 267,036 

　資本合計 3,031,662 

　負債資本合計 13,650,230 
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（単位：千円）

（単位：千円）

（４）企業債残高

（５）一時借入金残高

令和７年４月１日現在
企 業 債 残 高

起 債 額 償 還 額
令和８年３月31日現在
企 業 債 残 高

5,937,541 190,600 506,256 5,621,885 

予 算 で 定 め た 限 度 額
令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 現 在
一 時 借 入 金 残 高

1,000,000 0 
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（単位：千円）

科 目 予 定 額 科 目 予 定 額

下水道事業収益 1,467,494 下水道事業費用 1,460,991 

営業収益 706,733 営業費用 1,385,377 

営業外収益 760,761 営業外費用 70,014 

特別利益 0 特別損失 100 

予備費 5,500 

資本的収入 251,795 資本的支出 695,287 

企業債 151,800 建設改良費 187,230 

国・県補助金 45,000 固定資産購入費 2,425 

他会計補助金 0 貸付金 0 

他会計負担金 0 企業債償還金 498,632 

工事負担金 142 他会計借入金償還金 0 

固定資産売却代金 0 返還金 0 

貸付金返還金 0 その他資本的支出 0 

他会計借入金 0 予備費 7,000 

他会計出資金 54,853 

その他資本的収入 0 

３　令和８年度予算の概要

収 入 支 出区
分

収
益
的
収
支

資
本
的
収
支
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(1)　公共下水道施設の計画的な整備及び水洗化の促進

(2)　管渠の老朽化対策

(3)　処理場の老朽化対策

(4)　下水道財政の健全化

(5)　広域化・共同化の推進

(1)　処理場の維持管理

(2)　収益の向上

(3)　効率化・健全化への取り組み

４　経営方針

下水道事業経営戦略
５　経営の基本方針

基本方針

取　組

基本方針

取　組

　　維持管理費の縮小や、使用料改定の見直しを検討し、経費回収率の向上に努めます。

下水道事業経営戦略の詳細については、観音寺市ホームページにてご確認ください。
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/26/29357.html

公共下水道

　　生活に不可欠な下水道施設の健全な維持を行うため、施設の計画的な維持管理と整備を推進し、生活環境の改善、公衆衛生
の向上、公共用水域の水質保全、豪雨災害等による浸水被害の防止に努めます。

　計画区域内の整備については、下水道接続の要望や土地利用の動向（宅地開発や企業進出等）に基づき、県補助を活用して整
備します。また、未水洗化家庭については、個別訪問及びＰＲ活動を行うなど、今後も活動を継続し水洗化率向上に努めます。

　管渠の耐用年数は50年ですが、本市で最も古い管渠は50年以上経過しています。そこで、管渠の長寿命化や維持管理に要する
費用の平準化を図ることを目的として、ストックマネジメント計画に基づき、国等の支援制度を活用しながら、継続的に管渠の老朽
化対策を進めます。また、老朽化に伴い不明水の侵入が発生しており、汚水処理費用の増加を招いていることからカメラ調査の実
施と、調査に基づく管更生等の継続により、不明水の削減に努めます。

　下水浄化センターについては、供用開始後40年以上が経過し老朽化が顕著であるため、ストックマネジメント計画に基づき計画
的に改築・更新を行います。改築・更新については、国の支援制度を活用しながら、事業の効率化や費用の平準化を行います。

　公共下水道事業の債権管理の強化と令和2年度に実施した公営企業会計移行に伴う財務諸表活用によるさらなる透明化によ
り、よりきめ細やかな経営分析を基に公共下水道事業を進めていくための下水道財政経営基盤強化を図ります。
　令和７年度からは、し尿・浄化槽汚泥を下水処理場で共同処理することによるし尿等処理費用相当分に係る収入の増加により、
下水道事業における経営のさらなる安定化に努めています。さらに、接続率の向上のための周知・営業活動の推進や使用料の改
定を行い、経営の改善を図ります。

　人口減少に伴う使用料収入の減少や施設等老朽化に伴う大量更新期の到来等により、汚水処理事業の経営環境は厳しさを増
しており、より一層の効率的な事業運営が求められています。こうした中、持続可能な事業運営を確保するため、国が推進している
広域化・共同化に取り組みます。令和７年度からし尿・浄化槽汚泥の下水処理場での共同処理を開始したことを手始めに、香川県
主導の香川県汚水処理事業効率化協議会に参画し、市域を超えた広域化・共同化を模索するなど、更なる汚水処理の事業運営
の効率化に努めます。

農業集落排水

　農業用用排水の汚濁を防止し、農業用水路、河川等の公共用水域の水質保全や農業生産性の向上及び農村生活環境の改善
を図るため、農村地域から排出される、し尿や生活排水を適切に処理し、適正な施設の維持管理を推進します。また、将来の農業
集落排水事業の経営状況に鑑み、使用料の改定を検討するとともに、合併浄化槽への転換等抜本的な改革も含め検討を行いま
す。

　田野々地区と本村地区は供用開始後20年以上、院内地区については供用開始後30年以上が経過し、修繕費や設備改修費が
年々増加傾向にあります。設備改修工事については、費用を削減できるよう長寿命化が見込まれる工法や手法を適宜検討しま
す。

　保守点検等の業務委託については点検項目や内容について、更なる精査を行います。
持続可能な事業運営を確保するための方策である広域化・共同化として、公共下水道への接続と施設の統廃合が考えられます
が、公共下水道への接続については、距離及び地形的に難しく、整備費を考慮し実施しないこととします。また、施設の統廃合につ
いては、観音寺市生活排水処理構想の農業集落排水処理区域を廃止し、新たに合併浄化槽による汚水処理区域とする見直しを
行うなど、抜本的な改革を検討します。

10


